
コンプライアンス推進の取り組み状況について 

 

１．島根原子力発電所点検不備に対する取り組み状況について 

 

 （１）島根原子力発電所２号機運転再開の判断までの地元対応状況等 

   〔前回までの説明内容〕 

  ○地元対応状況 

 ・戸別訪問    （ 6/ 4～6/10鹿島町・島根町, 8/30～9/17鹿島町・島根町・ 

橋北地区 ） 

    ・ダイレクトメール（ 6/16～6/18，9/15 松江市全域に発送 ） 

    ・住民説明会   （ 〔自治体主催〕5/23, 〔当社主催〕6/12～6/20 ） 

       ・チラシ配布   （ 8/25～8/26 松江市内２箇所で実施 ） 

  ○原子力安全・保安院の確認結果 

  ２回目の特別な保安検査（8/9～8/30）において，再発防止対策の実施状況， 

２号機の点検時期超過機器（162機器）の点検評価結果，保安規定変更認可申請 

の妥当性の確認等が行われた結果，２号機の運転再開にあたって安全上の問題が 

ないとの判断および保安規定変更の認可を受けた（9/6）。 

 

  ○島根県・松江市による立入調査 

    島根県・松江市による立入調査において，点検時期超過機器の点検実施状況，再

発防止対策の実施状況等について，書類確認・現場確認が行われたほか，話し合い

研修等による意識改革について社員への聞き取りが行われた（９月１５日）。 

  ○地元説明会における再発防止対策実施状況の説明 

   ・ 松江市内の３箇所において自治体主催の地元説明会が開催され，当社の再発防

止対策の実施状況および国・自治体の対応状況について地元住民への説明が行わ

れた。当社からは，社長以下関係役員が出席。（９月２５日，２６日） 

   ・ また，松江市長の要請により，マスコミ同席での市長・社長のトップ会談が行

われ，経営層の取り組み状況等についての確認が行われた（１０月７日）。 

  ○２号機運転再開の判断 

    １０月１８日・１９日に松江市長および島根県知事からそれぞれいただいた２号

機の運転再開についての見解と申し入れを踏まえ，１２月上旬に２号機の運転を再

開することとし，その旨を，申し入れに対する回答と合わせて島根県および松江市

に報告するとともに，国に対する必要な申請を届出・公表（１０月２１日）。 

    

 

 

 

１ 

１１月１７日，２号機原子炉格納容器上蓋部の漏えい率測定において判定基準を満

足しない事象が発生し，２号機の発電再開は当初予定から５日遅れの１２月６日とな

った。 

資 料 



 （２）再発防止対策の主な実施状況 

   再発防止対策の主な取り組み状況は次のとおり。 

   なお，全体の進捗状況は別紙のとおり。 

  ○不適合管理プロセスの改善 

    ８月に設置した不適合判定検討会を原則毎日開催し，８月９４件，９月１０７件，

１０月１０４件の事象を「不適合」と判定。これらの事象全てについて，不適合処

置を実施するとともに，当社ホームページで社外に公開。 
 

  ○業務運営の仕組み強化 

    ７月に設置した原子力部門戦略会議を定例的に開催し，再発防止対策の進捗状況，

保修部門の業務量増への支援要請など，経営層との意見交換で社員から出された意

見への対応等について審議。 

  ○原子力安全文化醸成活動の推進 

   ・ 島根原子力発電所において，第１回目の話し合い研修（7/23～9/3）で意見の

多かった「社外とのコミュニケーションの活性化」に関して，有識者会議での意

見，総点検時の他部門応援者の意見等を参考にしながら，「自分たちに何ができ

るか」「何をせねばならないか」の観点で第２回目の話し合い研修を実施中  

（１０月～）。 

   ・ 点検不備問題に関するお客さまの意見等をもとに，当社に対する社会からの要

請,原子力安全文化の大切さ等について,全社で話し合い研修を実施中（１１月～

１２月）。 

（テーマ） 

・ 今回の点検不備問題やこれに対するお客さまからの声等について，どう受け

止めるか。 

・ 当社や自所に対する社会からの要請は何か。それに応えていくために，今後

どう取り組んでいくか。 

  ○第３回原子力安全文化有識者会議の開催 

    再発防止対策の進捗状況，第２回有識者会議意見への取り組み状況，安全文化醸

成施策の進捗状況および有効性評価方法について議論した（１２月２日）。 

２ 



島根原子力発電所点検不備に係る再発防止対策の主な取り組み状況 
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点検計画表の修正（6月末完了） 

 

 

直接原因に係る再発防止対策（7月末完了） 

点検計画の作成・変更，工事仕様書の作成手順の見直し等， 
点検不備に至った業務手順の改善・明確化を実施。 
  

点検計画表の継続的見直し 

点検計画表における点検方法，点検頻度等について，機器の安全重要
度，劣化要因を考慮して，より妥当性の高い内容に継続的に見直し 

 

 

 

 

 

保守管理活動全体を管理する「統合型保全システム(ＥＡＭ)」の 

活用 

・現在開発中のＥＡＭにより，紙ベースで管理している膨大なデータ
をシステムで管理 

・「原子力強化プロジェクト」は，発電所と連携して業務プロセスの改
善による更なる業務処理の正確性および効率性向上を検討，実施 

 

 

 

 

 

点検時期を超過していた機器の健全性評価 

 

 

「報告する文化」，「常

に問いかける姿勢」が組

織として不足していた。 

不適合管理プロセスの改善 

 ■不適合管理が適切に行われ，不適合の判断が限られた箇所で決定されること等がないよう，不適合管理
プロセスを改善する。 

 

■経営における原子力の重要性や地域社会の視点からの安全文化の大切さを全社（関係会社・協力会社を
含む）で醸成する活動を推進する。 

 

業務手順の改善・明確化，手順書の見直し 

根本的な原因 

組 織 ・ 風 土 

直接的な原因に対する再発防止対策 根 本 的 な 原 因 に 対 す る 再 発 防 止 対 策 

そ の 他 の 取 り 組 み 

不適合管理を適切，確実

に行うための仕組みが不

足していた。 

不 適 合 管 理 

規制要求事項の変更に

速やかに対応してマネジメ

ントできる仕組みが十分で

なく 適切な対応ができな

かった。 

マネジメント 

原子力部門の業務運営の仕組み強化（保守管理体制・品質保証体制の再構築） 

■規制要求の変化に速やかに対応し，適切にマネジメントできる仕組みを強化する。 

 

原 子 力 安 全 文 化 醸 成 活 動 の 推 進 

点 検 計画 表 不備 への 対 応 
原子力品質マネジメントシステムの充実 

◇点検計画表における点検方法，点検頻度等の継続的見直しを
検討するワーキンググループを結成し，活動中。 

 

◇現在開発中のＥＡＭを一部運用開始（9/1）。 

（不適合・是正処置管理，懸案事項管理他） 

 

◇２号機１６２機器の全てについて健全性の確認を終了（7/27） 

◇１号機３４９機器中１７９機器につき，健全性を確認 

（11/21時点） 

〇 不適合管理を専任で行う担当を設置（6/29） 

 ＜活動状況＞ ・発電所員に対し，不適合管理の必要性や基準についての教育を実施（7/29～8/2） 

・品質保証講演会（9/16），不適合判定検討会委員への専門教育（10/14） 

〇 すべての不具合情報について検討し処置を決定する「不適合判定検討会」の運用を開始（8/1） 

  ＜活動状況＞ ・不適合と判定した事象全てを半月毎に当社ホームページ上で公開（9/7開始） 

〇 原子力部門の重要課題を統括する「原子力部門戦略会議」を設置（7/27） 

 ＜活動状況＞ ・第1回開催（7/27）～第12回開催（11/26） 

〇 本社，発電所からなる「原子力安全情報検討会」を設置（7/30） 

 ＜活動状況＞ ・第1回開催（8/13）～第9回開催（11/19） 

〇 発電所の統括機能を強化し，責任体制を明確化するため，保修部，品質保証部を設置（9/7） 

〇社長直属の組織として「原子力強化プロジェクト」を設置（6/29） 

＜活動状況＞ 

 ・職場話し合い研修を実施（第１回 7/23～9/3，第2回 10/1～）。 

・話し合い研修によりグループ毎の行動基準を策定，地域行事への積極的参加を推奨（9/2～） 

・経営層・所長と発電所員との意見交換会（※）を実施（8/23，8/27，9/3，10/19） 

（※）交換会で提案された意見は，組織として対応を検討し，検討結果を提案者へフィードバック 

・安全文化醸成研修会の開催（8/2，12/3，12/8） 

・再発防止対策実施状況・スローガンの掲示（7/29～） 

〇 社外有識者を中心に構成する「原子力安全文化有識者会議」を設置 

＜活動状況＞ 第1回開催（8/1），第2回開催（9/12），第3回開催（12/2） 

〇 地元の方々との対話活動の充実 

＜活動状況＞ 技術系社員による見学会対応（7/8～），地元定例訪問への参加（7/12～），広報チ

ラシの街頭配布（8/25･26），鹿島町・島根町・橋北地区にお住まいの方への全戸

訪問（8/30～9/17），地元意見の職場内共有（9/21～） 

○原子力の重要性や安全文化の大切さを全社で確認する「原子力安全文化の日」の制定（6/3） 

○役員が全事業所６４か所を訪問(8/23～11/29)。 

○コンプライアンス強調月間行事として，全社で点検不備に対するお客さま意見等を踏まえた話し合
い研修を実施中（11月～12月）。 

３ 別 紙 



２．コンプライアンス推進施策の主な実施内容について 

○役員による事業所訪問 

島根原子力発電所点検不備を踏まえ，全社を挙げて原子力安全文化醸成活動およ

びコンプライアンスを推進する観点から，役員が全事業所６４か所を訪問。事業所

の全社員を対象に，点検不備問題等の事案の説明，役員講話，全体での意見交換を

行った後，課長クラスと意見交換を実施（８月～１１月）。 

○所属長による自己点検 

全社のライン課長・マネージャー（５５６名）が全社共通項目２０項目の他，事

業本部項目，独自項目（各組織が設定）について点検を実施（８月～９月）。 

点検結果は，各項目とも「適切にできている」との評価が大部分を占めており，

直ちに改善すべき事項はないと考えられるが，全社的な対応を図ることが望ましい

との提言等について，本社の各主管箇所が対応の検討を行い，別途所属長へフィー

ドバックする予定。 

○「職場実態・社員意識調査」結果の効果的活用 

 調査結果，課題の分析および今後の取り組みについて，全社に周知（９月末）。 

 現在，各職場において部・課別単位で作成した調査結果レポートに基づき，自職

場の現状や課題を共有し，「より良い職場づくり」へつなげるための話し合いを実

施中（１０月～１２月）。 

○コンプライアンス強調月間の実施 

    １１月の「コンプライアンス強調月間行事」として，次の施策を実施。 

◇会長メッセージ 

強調月間初日に全社員へ会長メッセージを伝達。社員のコンプライアンス意識

は高まってきたが，その意識が日々の責任ある業務処理や業務見直しという形で

実践されているかどうかあらためて考えるとともに，社会の要請に応えるという

当社コンプライアンスの趣旨を踏まえ，自らの業務のあり方やルールについて，

再度チェック・検証するよう指示。 

◇話し合い研修 

点検不備問題に関するお客さまの意見等をもとに，当社に対する社会からの要

請,原子力安全文化の大切さ等について,各職場で話し合い研修を実施中 （１１

月～１２月）。 

◇風化防止ビデオの視聴 

点検不備問題の概要や原因を主な内容とするビデオを新たに制作し，各職場で

の話し合い研修に先立ち視聴（１１月）。土用ダム問題，三隅発電所ボイラー安

全弁復旧漏れ等についても，事案毎にビデオを制作・再編集し，年間を通じて適

宜視聴できるようにした。 

４ 



◇ルールの適切性確認 

「自ら定めたルールが守られていなかった」という点検不備問題の反省を踏ま

え，「ルールは守る」「実態にそぐわないルールは見直す」という根本に立ち返り，

ルール等の細部に関する意見ではなく，地域社会やお客さまの視点から問いかけ

て疑問のある取扱いや実態にそぐわないルール等について，各職場から課題提起

（１１月～１２月）。 

○品質管理担当者連絡会の開催 

  水島発電所における潤滑油漏えい事故，下関発電所における塩素濃度の協定値超

過等について情報共有化を図るとともに，事故を踏まえた水平展開に関して意見交

換を実施（１０月，１１月）。 

○設備保安に関する部門横断的な課題への対応 

三隅発電所ボイラー安全弁の復旧漏れ，水島発電所溶接安全管理検査不実施の事

案を踏まえて７月に設置した「設備保安検討会議」（設備主管部門部長クラス等が

メンバー）において，設備保安に関する部門横断的な課題への対応を検討・実施。 

◇設備保安に関する事案発生時の体制構築 

事案の重大性や対応状況の評価について，必要により設備保安検討会議が危

機管理責任者に意見具申するなど，設備保安に関わる事案発生時の対応フロー

を整備するとともに，事案の重大性の判断基準，状況変化が生じた場合の対応

方法等について，各主管部門における「設備保安に係る危機管理対応要領」と

して整備（１０月）。 

◇全社重点課題に対する取り組みの充実・強化 

４つの全社重点課題について，設備保安の観点から各部門の取り組みについ

て検証し，各主管箇所において，研修内容の充実，内部監査機能の充実等，日

常業務化施策等の充実・強化を図った（９月，１０月）。 

また，各設備主管部門の品質管理担当者を対象とする「原因分析研修」を実

施した（１１月）。 

 

以 上 
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